
桶川都市計画地区計画の変更（桶川市決定） 

 

桶川都市計画上日出谷南地区地区計画を次のように変更する。 
告 示 年 月 日 

令 和  年  月  日 

名 称 上日出谷南地区  地区計画 

位 置 桶川市上日出谷南一丁目、二丁目及び三丁目 

面 積 約６３．５ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

 本地域は、ＪＲ高崎線桶川駅より北西約２．０km に位置し、土地区画整理事業の施行により良好な住環境を形成している地区である。このた

め、事業による基盤整備の効果と良好な住環境が損なわれないよう、敷地の細分化の防止と建築物の用途の制限を図ることにより、良好な住環境

の促進を図る。 

土地利用の方針 

 本地区のうち、Ａ地区は都市計画道路沿いに生活利便施設としての沿道サービス業務施設を配置し、Ｂ地区は準工業地としての土地利用を図

る。Ｃ地区、Ｄ地区は住宅を主体とした良好な住宅地としての土地利用を図る。また、Ｅ地区は小規模な沿道サービスを主体とした良好な沿道と

しての土地利用を図る。 

建築物等の整備 

の方針 

  地区計画の目標及び土地利用の方針にもとづき、用途の混在を防ぐために建築物の用途の制限を行うとともに、敷地面積の最低限度、建築物等

の高さの最高限度及びかき又はさくの構造の制限を行う。 
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地区の細区分 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 

細区分の面積 約２２．８ha 約３．０ha 約２．５ha 約２８．０ha 約７．２ha 

建築物等の用途 

の制限 

次に掲げる建築物は建築

してはならない。 

１．ホテル又は旅館 

２．自動車教習所 

３．火薬類、ガス等の貯蔵

及び処理施設 

  （石油類を除く） 

４．ボーリング場 

次に掲げる建築物は建築

してはならない。 

１．ホテル又は旅館 

２．マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場その他こ

れらに類するもの 

３．自動車教習所 

４．火薬類、ガス等の貯蔵

及び処理施設 

  （石油類を除く） 

５．ボーリング場 

６．建築基準法別表第２

(ぬ)項第３号に掲げる工

場 

７．風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する

法律第２条第１項及び第

６項各号に掲げるもの 

－ 

建築物の敷地面積 

の最低限度 
１００㎡ １６５㎡ １００㎡ 

建築物等の高さの 

最高限度 
－ 

１２ｍ 

 北側斜線制限を第一種低

層住居専用地域と同様とす

る。 

ただし、次の項目に該当

する場合においては、この

限りでない。 

(1)階段室、昇降機塔、装飾

塔その他これらに類する

建築物の屋上部分の水平

投影面積の合計が当該建

築物の建築面積の 1/8 以

内の場合においては、そ

の部分の高さは、５ｍま

では、当該建築物の高さ

に算入しない。 

(2)棟飾、防火壁の屋上突出

部その他これらに類する

屋上突出物は、当該建築

物の高さに算入しない。 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面する側のかき又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。 

（１）生垣 

（２）高さ６０cm 以下の基礎の上に透視可能なフェンス・さくを施したもの、又は植栽を組合わせたもので、高さは宅地地盤面から１.８ｍ以下

のものとする。 

「区域及び壁面の位置の制限は計画図のとおり。」 

理由／良好な沿道としての土地利用を誘導するため。 


